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日本航空の更生計画案につきまして、本日、会社更生法第１８４条第４項の規定に

基づき、提出期間の伸長を東京地方裁判所に申し立て、裁判所より、その決定を受け

ましたので、お知らせいたします。 
 
１．伸長後の提出時期 

平成２２年８月３１日まで 
 
２．更生計画案の提出期間を伸長する理由 

路便及び機材の徹底した見直しと適正な組織規模の実現によるコスト削減策を

追加的に実施して収益力を強化し、危機対応力を高めるとともに、利害関係人と調

整を図り、より確実な更生計画案を策定するため。 
 

３．更生計画案提出伸長の再建への影響について 
平成 22 年 1 月 19 日の会社更生手続開始決定以降、日本航空の確実な再建

に向けて、安全運航を第一義としつつ、徹底した構造改革に取り組んでいる

ところです。具体的には、路線の最適化、アライアンス戦略、貨物事業の再

編、機材・施設等の見直しによる固定費の削減、調達の見直し、経営管理体

制、IT システムの刷新、マーケティング・営業改革、子会社の整理統合、人

員計画等の経営改革を着実に進めております。 
更生計画案は、過去の債権（更生債権・更生担保権）の整理のため弁済額

と弁済方法を定めることを内容とするものであって、その提出期間の伸長は、

上記の改革を遅らせるものではなく、むしろ「2」に記載したとおり、再建の

確実性をより高めるためのものです。 
なお、現状の日本航空における資金繰りに特段の問題はなく、当面、追加

的な資金投入の必要性も見込んでおりません。 
 

以 上 


